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1B10 中央省庁が行 う 政策評価についての 比較実証分析 

0 山中津 信 ( 通産省大臣官房 ), 渡辺 千何 ( 東工大社会理工学 ) 

「．はじめに 

研究開発に関する 行政活動の効果を 計測することへの 関心は 0 ㏄ D 加盟国全体で 高まっている。 我が国でも、 

1995 年の科学技術基本法成立以来、 研究開発評価が 定着してきている。 しかし、 現段階では、 個々の研究開 

発 プロジェクトや 研究機関についての 科学技術的側面を 中心とした評価にとどまり、 上位施策や制度との 階 

層性を加味した 評価を行 う には至っていない。 これに対し O ㏄ D 加盟国の一部では、 個々のプロジェクトのみ 

ならず上位階層であ る施策・制度に 焦点を当てた 評価が実施へと 移行しっ っ あ り、 これは、 今後の我が国の 

研究開発評価の 発展の方向性と 一致しているものと 考えられる。 本論は以上の 視点に立ち、 英米の代表的な 

施策・制度評価の 枠組みについて 比較分析した 上で、 我が国での同等の 評価制度の設計について 検討する。 り 

2. 国の技術政策に 関わる評価の 現状 

2.1 我が国の研究開発評価の 現状 

㈲我が国における 研究開発評価導入の 経緯 

国 における研究開発評価の 制度的な実施の 端緒は 、 1 ㏄ 5 年の科学技術基本法の 成立、 これを受けて 定めら 

れた科学技術基本計画において、 研究開発の効率的・ 効果的推進を 図る観点から、 外部評価を活用した 研究 

開発評価の重要，性が 指摘された [1] ことであ る。 

これを踏まえ、 科学技術会議は「評価指針策定小委員会」を 設置し、 「国の研究開発全般に 共通する評価の 

実施の在り方についての 大綱的指針」を 策定、 97 年 7 月に意見具申を 行い、 これを受け同年 8 月には総理大 

臣 決定された [2] 。 

(2) 通商産業省の 技術評価 

通商産業省は、 研究開発プロジェクト 推進部局からの 独立性を持っ 評価部門として 97 年 7 月に工業技術院 

に技を柿平価課を 設置し力も技術評価 課は 、 通商産業省全体としての 評価の方針等を 定めた「通商産業省技術 

評価指針」 [3] を策定し、 その運営・管理を 行 う とともに、 外部専門家等による 評価を実施している。 現行 技 

術 評価制度の下では、 評価対象は、 通商産業省の 研究開発プロジェクト 及び傘下の研究所であ り、 評価時期 

は 、 事前・中間・プレ 最終・最終・ 終了後 ( 追跡評価 ) としている。 

また、 今後の方向として、 「平成 12 年度通商産業政策の 重点」 [4] は、 個別プロジェクトのみでなく 産業技 

術分野ごとのプロジェクト 群の傭 轍 的な事後評価や 研究開発制度自体の 評価を行 う ことを指向している。 

2.2 技術評価の世界的な 状況 

研究開発分野における 行政活動の効果や 効率性の評価は、 OE ㏄諸国の共通的な 関心事であ る。 OE ㏄による 

調査 [5L 及び最近の我が 国の取り組みを 踏まえると、 表 1 のように現状を 整理することができる。 

1)@ 合 における意見にわたる 部分は私見であ る。 
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表 l  OECD 加盟国における 研究開発評価の 取り組み状況 

評 " 。 特徴 該当する 国 
くグノ Ⅰ『一％「 ノ 米国、 英国、 ヵ ナダ、 豪州 
施策・制度のレベルで、 社会的・経済的影響を 重視した評価も 実施 

くグ ノレ - プ 2 ノ ドイ、 ソ 、 フランス、 フィンランド、 オランダ、 スウェー デ   

主に個々のプロジェクト 辛 研究機関を対象に 、 主に技術的側面に 注目 ン 、 デンマーク、 ノルウェニスイス、 日本 

一 94 一 

出典 : 参考文献 [5] の記述を基に 一部変更 

グル @ プ 2 の国々の評価は、 言 引両対象 ( プロジェクト 又は研究機関 ) に関する知見の 深い専門家等による 

ピア・レビューを 中心として、 基本的には定性的に 行われる。 

グル @ プ 1 の国々でも同様なプロジェクト 評価や研究機関評価が 行われているが、 その他に個々のプロジ 

ェクト の成功・失敗を 超えた、 より上位の施策・ 制度の階層を 対象として、 社会的・経済的影響を 重視した 

評価を行 う ことに 4% 致 があ る。 これは、 通商産業省が 示している研究開発評価の 方向性とも一致している。 

①国の関与の 必要性を示す 上では技術的観点のみならず、 むしろ社会的・ 経済的な面での 合理性が必要と 考 

えられること、 ②個々のプロジェクトの 成否はそれぞれに 固有の要因の 影響が大きいと 考えられ、 国の努力 

の 程度を反映するものとしては、 むしろ個別リスクを 超えた施策・ 制度の方が適切と 考えられること、 ③ 国 

が 盲判 面 活動に向けることができる 資源には限りがあ り、 評 布田自体の費用対効果を 高めるべきこと、 を考慮す 

ると、 この方 m, 性は妥当と考えられる。 

0 ㏄ D は、 グループ 1 における典型的な 事例として米国 GPMM 及 U 漢国 貿易産業省 RM 止 制度を例示してい 

る。 しかし、 これらは、 成果指向の取り 組みであ る点は共通するものの、 実際には相違する 点も多い。 以下、 

それぞれについて 概要を記述した 後に相互比較を 行 う 。 

2.3 米英の評価制度の 事例比較 

㈲米国 G 円 A  の概要 

GPRA  ( ㏄ ver ㎝ ent  Performance  and  Results  Act)  は、 米地方政府において 幅広く行われている 業績目標 

設定と実績測定を 行 う 型の評価を、 連邦政府各省庁の 活動に対しても 導入しょうとするもので、 議会主導に 

ょり 93 年に成立した。 ㏄ M は、 各省庁に次の 3 種類の資料の 作成を義務づけた。 

A. 戦略プラン (97 年 9 月に公表済み ) [6] 

5 年間以上を対象期間として 表 2 の内容を定め、 少なくとも 3 年ごとに見直す。 

表 2  戦略プランの 内容 

  連邦 曳 有機関の使命 (mission) 
    戦略的目標」として 最終到達 点 、 ㎏ oal)  及び目標 (obj ㏄ tives) 

  目標歯式へ向けての、 人的資源・資金・ 情報及びその 他の資源の活用方針 
  戦略プラン上の 最終到達点や 目標と業績プラン 上の業績目標との 関係 
  これらの目標の 歯式に顕著に 影響を及ぼす 主要な覚部要因 

  目標設定又は 変更に際して 用いられるプロバラム 評価 ( 二 事後言 呵祀 

B. 業績プラン ( 現在、 2000 年度分が公表済み )  [7] 

戦略プランに 沿って、 各個 ml, そ干政 活動を網羅する 年次「業績 フ 。 ラン」を作成する。 業績プランには 年次 業 

続目標が示される。 目標達成状況を 計測するための 指標としては、 アウトプットだけでなく、 効果発現まで 

に 時間がかかり、 分析もより困難なアウトカムも 設定することが 求められている。 ただし、 行政管理予算局 

による事前承認があ れば、 定性的な記述も 認められる。 

C, 業績レポート (2000 年 3 月末に、 99 年度分公表予定 ) 

前年度の行政活動について、 年次業績プランに 設定されていた 目標とその実績とを 比較し説明する 年次「 業 

績 レポート」を 作成する。 



目標が達成されない 場合は、 政府機関は目標 未 達成の理由と、 目標達成へのプラン 及びスケジュールを 説 

明する。 目標が現実的でなかったり、 実現不可能であ った場合には、 その理由と対応策を 説明する。 また、 

当該レポートの 対象期間に実施されたプロバラム 評価から得られた 発見の概要の 記述が求められる。 

(2) 英国貿易産業省 (DTl) RO 川 E 制度 [8] 
MA 祀は、 DTI が 1980 年代中頃 に開発した、 新規施策・制度についての 提案の承認、 実施期間中の 継続的 モ 

ニタリンバ、 施策終了時等の 事後評価を一連の 環状プロセスとして 行う評価システムであ る [8L 。 

適用対象は、 基本的に「施策・ 制度 ( 二 p 「 o 肛 ㎝ ) 」であ り、 その下位に属する 個別のプロジェクトに 対し 

ては適用されない。 ただし、 研究開発支援施策・ 制度の中でも、 大学の研究活動の 支援について ヰ皿 OA 肥に基 

づく評価ではなく、 むしろ研究者等からのピア・レビューを 基本として評価される。 

施策・制度所管部門は、 一定以上の予算規模の 新規施策・制度を 提案する場合、 事前段階に、 必要性、 目 

標 、 モニタリンバ 指標及び方法、 事後評価押手親等 (R:Rati0nale, 0: ㎝ jectives, A: ㎏ praisal, M: № nit0ring, 

E:Evaluation) を記述した簡便な 事前評価書を 作成する。 内容について 予算査定部局との 間で合意に至った 

ものについてのみ 予算措置される。 実施期間中 (3 年間が多い ) は、 施策・制度所管部局の 義務は指標の 計 

測と報告のみであ る。 当初設定した 時期が到来すると、 評価部局が目標達成状況等について 詳細な事後評価 

な 行 う 。 これは、 予算査定部局と 施策・制度所管部局との 間の一種の「英紙による 権 限委譲と責任明確化 

を 通じて、 成果主義を目指すものと 見ることができる。 

ROA 肥は、 DTI が内部の評価システムとして 始めたものであ るが、 事実上の標準として 他省にも採り 入れ ろ 

ね 、 実施されっ っ あ る ( 政府全体として 同制度の実施を 義務づけてはいない ) 。 

また、 評価担当部局に よ る事後評価報告書を 除くと、 評価内容の覚部公表は、 前提とされていない。 

(3)G Ⅲ A と RO 朋 E の比較 

表 3 は、 GPKA と ROA 皿を比較したものであ る。 一般に、 施策・制度に 係る評価の目的としては、 大まかには 

施策・制度の 質の向上と行政の 説明責任の遂行という 二つが考えられるが、 ℡ ぬ 肥はより前者を 重視し、 GPM 

はより後者を 重視したものと 考えられる。 実際、 R0A ℡においては、 評価時期以外は 施策・制度所管部局の 事 

務 作業負荷を小さくし、 成果の達成のために 労力を振り向けることを 意図した工夫がなされている。 

表 3  GPRA と 田川 E の比較ポイント 

GmA 舶用 E 

制度の根拠 法律 省の内部 ) トル 
主たる目的 講会の意， 思 決定のための ，情報提供 ( 法律上は、 施策・制度の 効果・効率性向上のための 省内マネジメント 

連邦政府の内部管理体制の 改善等といった 目的 の改善 
も同時に示されてはいる ) 

nw@ie@  @ffv@ssh DmI の規模の大きな ($ lM 以上 ) 研究開発支援施策・ 制度 
他省庁も類似の 評価制度を採用 ) 

評価のタイミ 毎年度 各施策・制度について、 事前及び当初設定した 事後評価 時 

ング " 0""' 。 。 " 
公表される 資 戦略プラン、 毎年度の業績プラン・ 業績レポ一 事後評価報告書 
料   ( 事前評価書の 内容は事後評価報告書の 記述等を通じて 実 

質的に公表 

評価の実施者 各省庁であ るが   それ以上詳細には 特定されて 事前は施策・ 制度所管部局 
  事後は規模が 大きいものは 評 甜旦 W 占部局、 Ⅱ、 さいものは 施 

策・制度所管部局 
外部有識者の 戦略プラン策定時 琵 Ⅱ 害 関係者等との 意見交換 原則としてなし 
関与 を協 づけ 

各プランや業績レポート 自体は連邦政府職員が 

ィモ 成することを 義務づけ 
ただし、 個別の施策・ 制度等の詳細な 事後評価 

には、 外部委託等を 活用する場合もあ り 

成果志向のエ 目標やアウトカム ォ目 票の設定 目標やアウトカム 指標の設定 
夫 事後評価により 目標達 典 斐や因果関係等を 検証 事前，事後評価時期以外の 予算要求作業の 簡素化 

事後評価に ょ 9 目標達 功 斐や因果関係等を 検証 
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評価結果の資 具体的には未定 予算査定部局は 事前評価書を 基に査定 

減配分への 反 事後評価報告書は 予算査定部局に 報告され、 予算査定部局 
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映 は 勧告内容への 対応を決定する 義務 
評価に要する 全省庁にわたり 太 ( 毎年度 ) 施策・制度単位ごとに、 事前評価 時 及 び 事後評価時のみ 大 
コスト 事務作業が多くなる 傾向 

3. 行政自らによる 施策・制度評価システムの 基本的枠組みの 検討 

本論で検討ずる 評価システムでは、 行政自らの施策・ 制度マネジメントの 改善を主目的と 考える。 前述の 

比較を踏まえると、 この目的にょり 近 い のは、 ROA 鵬 型の評価制度であ る。 以下、 今後、 我が国において、 

行政自らが行 う 施策・制度評価システムを 実現する際の 論点について、 R ㎝止を参考にしっ っ 、 検討する。 

なお、 ここでの議論は、 施策・制度という 階層が対象であ る。 しかし、 例えば個別研究プロジェクトや 冊 

究 機関の研究 水 、 準や質を中心とした 評価については 専門家等のピア・レビューを 中心とするなど、 評価対象 

となる行政分野によっては、 その特徴を踏まえ、 より適切な評価の 仕組みを設計する 必要があ る。 

3.] 評価の限界と 意義 

まず、 評価には、 表 4 に示す限界が 存在することを 十分認識すべきであ る。 

表 4  評価に付随する 限界 

0 評価の対象として 把握できる要素 ( 便益や費用 ) の範囲の限界 
  全ての社会的便益や 社会的費用を 捉えることは、 現実には、 定量的にも、 スは 定性的にも困難，特に、 事前段階では 困難さの程度が 九 

0 評価のろ用点の 重要性等は絶対的には 決まらない 
  施策等がもたらす 便益や費用の 内容の相対的重要性は 、 必ずしも若槻的に 決まらな、 、 

0 評価手法の精度の 限界 
  施策等の効果の 測定が困難な 場合があ る。 また、 仮に効果を指標値の 変ィヒ として測定できたとしても、 そのうち施策・ 制度自体の寄与 
分と 、 外部環境による 影 饗の寄与分を 厳密に区分するのは 通常 田軋 

0 評価主体の価値観により 評価結果の解釈が 異なり得る 
  同じ吉平価 係 苦果に対しても、 評価を行 う 主体の価値観により、 解釈が異なる 可能性があ る。 

3.2 施策・制度評価システム 設計における 留意点 

評価の限界と 意義を踏まえると、 行政内における 政策評価システムを 設計する上で、 表 5 の 各点 に留意し 

なければならない。 

表 5  政策評価システム 設計上の留意点 

0 評価は意思決定をより 的確に行 う ための情報提供ツール 一意思決定の 代替でも、 その自動化でもない 
  評布ロチ 繊度のみならず、 意思決定に関する 関連制度と合わせて 設計すべき。 評価システムを 単に外 村 吐するだけでは 十分に機能しない 可 

能 性が プ も ， ) 

  評価の目的や 限界を十分認識した 上で、 評価結果をどの 程度資源配分に 結びつけるかの 検討をすべき。 場合によっては 慎重であ るべき。 

  評価の自己目的化は 避ける。 

0 評価の対象たる 施策・制度の 多様性に 酉己慮 

  @@smw@@  甜が 一定以上確立している 場合、 相当程度試行錯誤が 必要な場合等様々であ ることに注意。 

・施策・制度ごとに、 効果が現れる 時期、 外部環境の影響の 程度、 重点 艦 ) に評価を行 う べき時期、 評価に必要なデータの 整備状況も様々。 

0 青毛 面 7 音 動 自体の画一イ ヒ ・ 彩 ま % ヒを回 3% 
・画一的・形式的な 作業を行 う こと自体が自己目的化しては 無意味，施策等の 多様性を考慮した 柔軟な 但ぷ且 みを検討すべき。 
・一律網羅的な 手法を全てに 適用するのではなく、 一律に行 う 評価の水準と、 特定の手法が 適用可能な分野を 精査することが 重要。 

0 評価を行 う ことに伴うコストにも 配慮 
  行政分野の特牲を 踏まえた上で、 評価の目的に 照らして十分な 程度に精練な 情報が得られる 手法 ( 定量的か定性的かを 問わず ) を 、 評 

術 者の習熟度、 投入可能な人的・ 資金的コストも 考慮した上で 実 拡 
  評価上の標、 挙 手順・標準部品の 開発により評価コストの 低減を図っていく。 
・評価システム 実現に向けた 毛 頂も重要。 

0 評価の的確な 実施には、 一定の専門性と 経験が不可欠 
，継続的に詳細な 評価を行うためには、 評価自体に係る 知見・能力の 組織内部への 蓄積が必要。 このため、 評価専門部局の 設置が必要。 

  一方で、 評価のどの部分について 外部知見・専門性を 活用すれ @% 平価の質や効果が 高まるかについての 検討が必要。 



3.3 施策・制度評価システムの 基本的枠組み 

行政が行 う 政策評価システムとしては、 事後評価だけでは 不十分であ る。 事前評価において 目標と達成時 

期の設定等が 明確になされていなければ 事後的な評価も 困難になるし、 また、 将来の効果が 期待できない 施 

策 ・制度については、 実施に移すことなく 事前段階で排除することが 合理的だからであ る。 このため、 事前評 

価と事そ幻呵而はづ 車のものとして 考える。 図 1 において、 事前評価はあ る政策課題に 対して、 最適な施策・ 

制度を選択するために 有用な情報を 得るための企画立案段階での 評価、 事後評価は施策・ 制度が成功した 否 

か 、 当初期待していた 効果が得られたか 否か等を判定するための 評価、 と位置付ける。 
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図 1  施策・制度の 事前評価と事後評価の 一体性の概念 

3.4 評価システム 設計上の具体的論点 

評価システムが 十分に役割を 果たすためには、 以下に示す点について 詳細に検討する 必要があ る。 これら 

は、 行政分野の特注や 各省庁における 意 ， 思 決定や資れ頭三分の 基本的な千棟 且 みを踏まえて 詳細に検討 ナ ること 

と なろ う 。 

㈲事後評価を 行う時期 

施策・制度によって、 アウトカムとしての 成果が現れ る 時期は異なる。 ( 特に研究開発関連施策・ 制度につ 

いては、 実施と成果の 発現との間のタイムラグが 一般に大 ) 。 評価時期が早すぎると、 成果が十分に 現れず 過 

/h 、 吉平価にっながる 一方、 遅すぎると、 問題の発見が 遅れ、 修正のコストが 大きくなるおそれがあ る。 原則と 

しては、 目標達成時期として 当初 想 、 定していた時期に 事後評価を行 う ことととなろ う が、 後継施策・制度を 

検討する場合等は、 目標達成時期に 達していなくても、 その時点で評価を 実施する必要があ ろう。 

(2) 評価の内容 

事前評価においては、 施策・制度の 必要性 ( 行政関与の必要性 ) 、 目標の設定、 政策選択肢の 比較、 を主要 

な 検討内容とすることが 考えられるが、 研究開発の分野では、 特に事前段階では 不確実性が大きく、 定性的 

な要素も多くなる 可能注が高、 、 一方、 事後評価は、 事前段階において 設定した目標を 尺度とした上での 達 

成 度の計測や因果関係の 分析を中心として、 施策・制度の 設計や運用の 改善策等の検討を 行 う こととなろ う 。 

(3) 評価を行う主体 

①事前評価 

適時な政策の 企画・立案を 行 う 上では、 当該行政分野を 担当する施策・ 制度所管部局が 他部局よりも 情報 

優位にあ ると考えられる。 また、 資源を獲得する 上で不可欠なプロセスとして 確立されれば、 施策・制度 所 

管 部局は事前評価を 行ラインセンティブを 持っ。 このため、 施策・制度所管部局が 事前評価を行い、 内容 ( 目 

標の達成も含む ) について責任を 持っことを明確にする。 これに基づいて 予算査定部局は 資源配分に係る 意 

， 思 決定を行 う 。 

の事後評価 

当初に施策・ 制度所管部局が 約束 ( 契約 ) した内容の履行状況の 確認を行 う 。 このため、 施策・制度所管 

部局からは独立性があ る評価部局が、 事後評価に一定程度関与することには 合理性があ る。 具体的な役割分 

担は、 評価対象となる 施策・制度に 関する， 清 報へのアクセス、 後継施策・制度への ブ イードバ、 ソク の実効性、 

評価に投入可能な 資源、 評価に求められる 厳正さといった 点を考慮して 決定する。 予算等政策資源の 投入魂 
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模 や言 引 面の結果得られる 教訓の程度 ( 他の類似施策に 共通的に適用できる 評価手法の開発等 ) に応じて、 施策・ 

制度所管部局自らによる 評価を評価部局がチェックするケースと、 評価部局が直接的に 評価を行うケースと 

に分けることが 考えられる。 

③外部有識者等の 活用について 

評価の質や効果を 高める上で、 評価対象分野や 評価手法に係る 外部の専門性 や 、 多角的な視点を 導入する 

ことが有効と 考えられる場合には、 外部有識者や 専門機関等を 活用する。 
W4) 評価を行うインセンティブ 

作業の形式化を 避けるため、 施策，制度所管部局が 真摯に評価に 取り組むインセンティブの 設計が重要であ 

る 。 一つには、 施策・制度所管部局に 目標達成への 努力を求めその 事後的検証を 行う代わりに 実施段階での 

自由度を高めることが 考えられる。 例えば、 施策を終了までの 一定期間にわたるものとして 承認、 し 、 実施 期 

間中は簡便なモニタリンバと 終了後の詳細な 評価を組み合わせ、 毎年度の予算等要求の 手続きを極力簡素化 

することも考えられる。 
(5) 資源配分との 関係 

行政自らが行 う 評価は、 政策資源の配分の 意思決定に反映されてこそ 意味があ るのであ って、 評価を行う 

ことが自己目的化すべきではない。 このため、 評価結果は予算査定部局へ 報告され、 予算査定部局は 当該評 

価結果への対処の 考え方を明らかにするようル @ ル化することが 考えられる 

4. 考察 

本論では、 個々のプロジェクト 実施主体よりも 行政の努力をより 的確に反映するものとして、 施策・制度 

の 階層に着目した 評価システムの 基本的な考え 方と設計上の 論点を明らかにした。 この評価システムでは、 

施策・制度についての「 Plan- № -See 」型のマネジメントサイクルを 完結させるために、 事前段階に施策・ 制 

度 所管部局と予算査定部局が 事前評価内容 ( 目標等 ) についての一種の「契約」を 結び、 実施中は施策・ 制 

度 所管部局の自由度を 相当程度高め、 事後段階で評価部局が 契約内容の履行状況を 確認、 する、 という仕組み 

が基本となっている。 しかし、 施策・制度の 評価システムについては、 精微な検討を 経て設計したとしても、 

さらに試行錯誤が 避けられないと 考えられる。 その主な理由として、 第一に 3.1 で述べた様々な 評価の限界 

が存在していること、 第二に評価システムは 単独で存在するわけではなく 周辺を取り巻く 予算システムや 人 

事 システムとも 複合的に相互作用し 合 う ものであ り、 その影響を事双に 予測し対策を 講じ尽くすことは 不可 

能であ ること、 が挙げられる。 したがって、 評価システムについては、 明確なルトルを 定めて開始するとし 

ても、 当面の間は、 実施状況を踏まえて 改善を続けることを 前提とした柔軟なものとすべきであ ろう。 
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